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 報 道 発 表 
 

若者運転者交通安全研修会の開催について 

 
 

浜松市交通事故防止対策会議は、浜松市内の安全運転管理協会と共催により、若者（30

代以下）の交通安全意識と安全運転技能の向上を目的として標記研修会を開催します。 

 

記 

 

１ 開催日時 

  令和８年２月 10日（火）及び同月 12日（木） 

各日午後１時から午後４時 55分まで 

 

２ 開催場所 

  交通教育センター レインボー浜名湖 

（浜松市浜名区細江町気賀 5200番地の５） 

 

３ 参加者（１日約 40名 合計約 80名） 

  市内安全運転管理協会に加入する企業や団体の職員 

 

４ 内容 

開催場所のインストラクターから、安全運転に必要な知識と心構えについて講義を

受けた後、実際に車を運転して滑りやすい低ミュー路面での急ブレーキ体験などを行

います。他にも、交差点事故に関するケーススタディ等を行います。 

 

５ その他 

（１）講習内容は２日間同じですが、受講者は異なります。 

（２）浜松市交通事故防止対策会議とは 

昭和 37年、交通量が激増する中、交通事故件数（特に死傷者数）の減少を目指し

て、警察、交通安全協会、自治会、市等が互いに協力し、交通安全教育の実施を通じ

て交通安全意識・交通道徳の高揚を図り、交通事故削減を目的として組織され、現

在に至っています。 

（３）安全運転管理協会とは 

保有する自動車が５台以上の事業所（その他にも条件あり）は、道路交通法によ

り事業所内の交通安全に取組む安全運転管理者の選任義務があります。 

その安全運転管理者に教育や交通安全情報などを提供することを目的とした団体

で、市内警察署を単位として６協会が活動しています。 


